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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　
　

一

〇
指
定
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

三

公

告

〇
港
湾
法
に
基
づ
く
簡
易
代
執
行
に
よ
り
除
去
し
た
工
作
物
等
の
保
管
に
つ
い
て�
（
港　

湾　

課
）　
　

三

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）�
（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
契　

約　

課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告�

（
教
育
庁
教
育
企
画
室
）　
　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

八

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定�

（　
　

同　
　

）　
　

八

公
安
委
員
会

〇
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

八

〇
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱�

一
一

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

東
北
医
科
薬
科
大
学
病

院

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
一－

十

二－

一

令
和
四
年
四
月
一
日

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日

東
北
医
科
薬
科
大
学
病

院若
林
病
院

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
二－

二

十
九－

一

令
和
四
年
四
月
一
日

令
和
七
年
三
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
援
護
寮

の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
令
和
四
年
三
月
二
十
八
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
南
三
陸
地
区
田
表
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
五
月
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

南
三
陸
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

黒
川
郡
大
郷
町
東
成
田
字
板
谷
西
山
三
六

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
板
谷
西
山
三
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷
字
岩
沢
三
三
の
三
三
、
三
三
の
四
六

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
亘
理
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

名
取
市
閖
上
中
央
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

同
市
閖
上
字
新
狐
島
無
番
地
先
ま
で

前

一
一
・
九
～

�

三
三
・
五

�

六
一
三
・
〇

後

二
一
・
〇
～

�

四
三
・
六

�

六
二
四
・
〇
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〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

閖
上
港
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

名
取
市
閖
上
東
三
丁
目
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
小
塚
原
字
西
中
塚
無
番
地
先
ま
で

前

一
五
・
〇
～

�

二
一
・
〇

�

一
、
四
八
九
・
九

後

一
三
・
六
～

�

三
九
・
六

�

一
、
五
八
三
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

塩
釜
亘
理
線

名
取
市
閖
上
中
央
一
丁
目
無
番
地
先
か
ら

同
市
閖
上
字
新
狐
島
無
番
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

四
月
一
日

公

告

〇
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
知
事
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
が
当
該
措
置
を
行
い
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
工
作
物
又
は
船
舶
そ
の
他
の
物
件
（
以
下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。）
を
保
管
し
た
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　

な
お
、
当
該
工
作
物
等
の
保
管
そ
の
他
の
措
置
に
要
し
た
費
用
は
、
港
湾
法
第
五
十
六
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
工
作
物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
そ

の
他
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
措
置
を
命
ず
べ
き
者
の
負
担
と
す
る
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

　
　

別
表
の
と
お
り

二　

工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作
物
等
を
撤
去
し
た
日
時

　
　

別
表
の
と
お
り

三　

工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

　
　

別
表
の
と
お
り

四　

工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
必
要
な
事
項

　

�　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
、
当
該
工
作
物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当

該
工
作
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
示
し
、
港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
様
式
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
る
受
領
書
と
引
換
え
に
返

還
す
る
も
の
と
す
る
。

五　

問
合
せ
先

　
　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
一
番
三
号

　
　

電
話
（
〇
二
二
）
二
五
四－

三
一
三
二

六　

関
係
図
書
の
閲
覧
場
所

　
　

宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

別
表

保
管
し
た
工
作
物
等
一
覧
簿

整
理

番
号

保
管
し
た
工
作
物
等

放
置
さ
れ
て

い
た
場
所　

撤
去
し
た
日
時

保
管
を
始
め
た

日
時

保
管
の
場
所

備　
　

考

名
称
又

は
種
類

形
状

数
量
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一

船
舶

プ
レ
ジ

ャ
ー
ボ

ー
ト

一
隻

宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
（
代
ヶ

崎
清
水
浜
地

区
内
）

令
和
四
年
三

月
一
日
午
後

一
時
五
十
五

分

令
和
四
年
三

月
一
日
午
後

二
時
三
十
分

宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
（
代
ヶ

崎
谷
地
地
区

内
）

船
舶
番
号

二
一
〇－

一
六
七
三

七

二

船
舶

プ
レ
ジ

ャ
ー
ボ

ー
ト

一
隻

宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
（
代
ヶ

崎
清
水
浜
地

区
内
）

令
和
四
年
三

月
一
日
午
後

二
時
四
十
分

令
和
四
年
三

月
一
日
午
後

三
時
二
十
分

宮
城
郡
七
ヶ

浜
町
（
代
ヶ

崎
谷
地
地
区

内
）

船
名

W
O
RLD

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
北
窪
五
十
七
番
三
、
五
十
八
番

一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
河
原
二
十
九
番
地　

ビ
ッ
ク
ブ

ロ
ー
ド
一
〇
二
号
室

�

鈴
木　

翔
太　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
櫃
ケ
沢
二
十
三
番
二

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
銭
神
十
六
番
地
の
三

�

丹
野　

勝
治　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

電
子
プ
ロ
ー
ブ
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ　

一
式

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
（
金
）

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
仙
台
市
泉
区
明
通
二
丁
目
二
番
地
）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）
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第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
四
年
四
月
八
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

内
田　

香
穂　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
四
年
四
月
十
二
日
（
火
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
四
年
四
月
八
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
二
日

（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
四
年
四
月
十
二
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、

提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
四
年
四
月
十
四
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
八
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
四
年
四
月
十
八
日
（
月
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
四
年
四
月
十
九
日
（
火
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
八
階
一
八
〇
三
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
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に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Procured�:�Electron�Probe�M

icroanalyzer�(1�set)

　

2

　

D
eadline�for�D

elivery�:�M
arch�24,�2023�(Fri.)�

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�Industrial�T

echnology�Institute,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�(as�

w
ritten�in�the�specification).�

　

4

　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�:�A
pril�18,�2022�(M

on.),�5
:00�p.m

.

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�K

aho�U
chida,�Procurem

ent�Section,�Governm
ent�Contract�D

ivision,�

T
reasury�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai�City,�

M
iyagi�Prefecture�980-8570�Japan.�T

EL.:�022-211-3333

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only.

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

令
和
四
年
度
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
配
置
業
務　

一
式

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

県
立
学
校
等
（
三
十
三
か
所
）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
物
品

調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
、
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支

店
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
、
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及

び
理
事
等
、
個
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と

い
う
。）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
、
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
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り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り
を
持
つ
者

と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」
と
い
う
。）

の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　

９　

過
去
２
年
以
内
に
、
学
校
現
場
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
業
務
の
受
注
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

　

10�　

教
育
情
報
化
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
２
級
以
上
の
有
資
格
者
又
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
能
力
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
を

現
地
支
援
員
の
指
導
、
助
言
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
。

　

11　

企
業
連
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

　
　

㈠　

す
べ
て
の
構
成
員
が
、
１
か
ら
７
ま
で
の
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈡　

構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
、
８
か
ら
10
ま
で
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

　
　

㈢�　

企
業
連
合
の
構
成
員
が
、
他
の
企
業
連
合
の
構
成
員
と
し
て
、
又
は
単
独
に
よ
り
本
入
札
に
参
加
し
て
い
な

い
こ
と
。

　

12�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁

目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
四
年
四
月
四
日
（
月
）
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

郵
送
又
は
書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕

　
　

様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
四
二
三　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
教
育
企
画
室
情
報
化
推
進
班
（
担
当　

長
田　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
間

　
　

�　

令
和
四
年
四
月
一
日
（
金
）
か
ら
令
和
四
年
四
月
六
日
（
水
）
ま
で
（
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
祝
日
（
以
下
「
祝
日
」
と
い
う
。）

を
除
く
。）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

　

４　

入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
等
の
交
付
を
受
け
、
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
又
は
郵
送
若
し
く
は
持
参
に

よ
り
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
を
行
い
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

令
和
四
年
四
月
八
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
二
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

郵
送
に
よ
る
場
合

　
　
　

�　

令
和
四
年
四
月
八
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
二
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
２
の
場
所
ま

で
到
達
す
る
こ
と
（
郵
送
方
法
は
、
簡
易
書
留
郵
便
等
配
達
記
録
が
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

　
　

㈢　

持
参
に
よ
る
場
合

　
　
　

�　

６
の
開
札
日
時
及
び
場
所
に
持
参
し
、
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、
提
出
の
際
は
、
４
の
入
札
参
加
資
格
確
認

結
果
の
通
知
の
写
し
及
び
代
理
人
に
よ
る
入
札
の
場
合
は
委
任
状
を
持
参
す
る
こ
と
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
四
年
四
月
十
八
日
（
月
）
午
前
九
時

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
六
階　

教
育
企
画
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　
　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
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城
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

�N
ature�and�Q

uantity�of�Service�to�be�Procured�:�ICT
�support�staff�service�for�FY

2022��

(1�set)

　

2

　

Contract�Period�:�From
�day�of�contract�settlem

ent�to�M
arch�24,�2023

　

3

　

Place�of�Im
plem

entation�:�Prefecturals�schools�and�other�locations�(33�locations)

　

4

�　

D
eadline�and�Place�for�Bid�Subm

ission�:�A
pril�15,�2022,�5

:00�p.m
.�Inform

ation�Prom
otion�

Section,�Education�Planning�D
ivision,�Board�of�Education�Secretariat,�M

iyagi�Prefecture

　

5

�　

T
im
e�and�Place�for�Bid�Selection�:�A

pril�18,�2022,�9
:00�a.m

.�Education�Planning�D
ivision�

office,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building,�16th�floor

　

6

�　

Contact�Inform
ation�:�Inform

ation�Prom
otion�Section,�Education�Planning�D

ivision,�Board�of�

Education�Secretariat,�M
iyagi�Prefecture�3-8-1�H

oncho,�A
oba-ku,�Sendai,�M

iyagi�Prefecture�

980-8423�JA
PA
N
�T
el.:�022-211-3612�

　

7

　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
保
守
点
検
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
三
月
二
十
三
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
東
北

支
店　

仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
二
番
十
五
号

五　

落
札
金
額　

六
千
五
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
二
月
七
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

共
通
管
理
シ
ス
テ
ム
等
運
用
保
守
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
三
月
十
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
中

央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

契
約
金
額　

八
千
三
百
六
十
九
万
六
千
六
百
九
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
第
二
号
該
当

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

　
　
　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
察
署
の
下
部
機
構
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
29年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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改
正
前

改
正
後

別
表
第
2
（
第
３
条
関
係
）

駐
在
所
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

石
巻
警
察
署

（
略
）

赤
井
駐
在
所

東
松
島
市
赤

井
字
川
前
三

番
153番

地
１

（
略
）

（
略
）

別
表
第
３
　
（
略
）

別
表
第
４
（
第
４
条
関
係
）

仙
台
中
央
警
察
署
～
仙
台
北
警
察
署
　
（
略
）

仙
台
東
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

高
砂
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岩
切
（
引
目
）、
栄
一
丁
目

か
ら
栄
五
丁
目
ま
で
、
高
砂

一
丁
目
、
高
砂
二
丁
目
、
田

子
一
丁
目
か
ら
田
子
三
丁
目

ま
で
、
田
子
、
田
子
西
一
丁

目
か
ら
田
子
西
三
丁
目
ま

で
、
鶴
巻
一
丁
目
、
鶴
巻
二

丁
目
、
中
野
（
北
上
及
び
髙

橋
前
）、
福
住
町
、
福
田
町

一
丁
目
か
ら
福
田
町
四
丁
目

ま
で
、
福
田
町
南
一
丁
目
、

福
田
町
南
二
丁
目
、
福
室
一

丁
目
か
ら
福
室
七
丁
目
ま

で
、
福
室
（
県
道
前
、
境
四

別
表
第
2
（
第
３
条
関
係
）

駐
在
所
の
名
称
及
び
位
置

警
察
署
名

名
　
称

位
　
置

（
略
）

石
巻
警
察
署

（
略
）

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　

（
略
）

（
略
）

別
表
第
３
　
（
略
）

別
表
第
４
（
第
４
条
関
係
）

仙
台
中
央
警
察
署
～
仙
台
北
警
察
署
　
（
略
）

仙
台
東
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

高
砂
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岩
切
（
引
目
）、
栄
一
丁
目

か
ら
栄
五
丁
目
ま
で
、
高
砂

一
丁
目
、
高
砂
二
丁
目
、
田

子
一
丁
目
か
ら
田
子
三
丁
目

ま
で
、
田
子
、
田
子
西
一
丁

目
か
ら
田
子
西
三
丁
目
ま

で
、
鶴
巻
一
丁
目
、
鶴
巻
二

丁
目
、
中
野
（
北
上
及
び
高

橋
前
）、
福
住
町
、
福
田
町

一
丁
目
か
ら
福
田
町
四
丁
目

ま
で
、
福
田
町
南
一
丁
目
、

福
田
町
南
二
丁
目
、
福
室
一

丁
目
か
ら
福
室
七
丁
目
ま

で
、
福
室
（
県
道
前
、
境
四

番
）

（
略
）

仙
台
港
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

出
花
一
丁
目
か
ら
出
花
三
丁

目
ま
で
、
蒲
生
一
丁
目
、
　

蒲
生
二
丁
目
　
　
、
蒲
生

（
町
、
屋
敷
、
西
屋
敷
添
、

東
屋
敷
添
、
荒
田
、
北
荒
田
、

山
神
、
北
中
河
原
（
七
北
田

川
の
北
側
の
地
域
）、
北
下

河
原
及
び
二
本
木
（
県
道
塩

釜
亘
理
線
の
東
側
の
地
域
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
）、
白
鳥

一
丁
目
、
白
鳥
二
丁
目
、
仙

台
港
北
一
丁
目
、
仙
台
港
北

二
丁
目
、
中
野
一
丁
目
か
ら

中
野
五
丁
目
ま
で
、
中
野

（
北
上
及
び
髙
橋
前
を
除

く
。）

、
港
一
丁
目
か
ら
港

五
丁
目
ま
で

岡
田
駐
在
所

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岡
田
、岡
田
西
町
、蒲
生（
七

北
田
川
の
南
側
の
地
域
）、

福
室
（
弁
当
、
平
柳
、
原
田
、

新
原
田
、
久
保
野
、
小
原
、

田
中
、
田
中
前
、
田
中
東
及

び
御
蔵
前

番
、
向
川
原
及
び
由
谷
地
）

（
略
）

仙
台
港
交
番

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

出
花
一
丁
目
か
ら
出
花
三
丁

目
ま
で
、
蒲
生
一
丁
目
か
ら

蒲
生
五
丁
目
ま
で
、
蒲
生

（
荒
田
、
北
上
河
原
（
七
北

田
川
の
北
側
の
地
域
（
七
北

田
川
を
含
む
。））、

北
下
河

原
、
北
中
河
原
（
七
北
田
川

の
北
側
の
地
域
（
七
北
田
川

を
含
む
。））、

西
屋
敷
添
、

二
本
木
、
念
仏
田
、
東
屋
敷

添
、
町
及
び
屋
敷
）、
白
鳥

一
丁
目
、
白
鳥
二
丁
目
、
仙

台
港
北
一
丁
目
、
仙
台
港
北

二
丁
目
、
中
野
一
丁
目
か
ら

中
野
五
丁
目
ま
で
、
中
野

（
北
上
及
び
高
橋
前
を
除

く
。）、
福
室
（
上
河
原
（
七

北
田
川
の
北
側
の
地
域
（
七

北
田
川
を
含
む
。））
及
び
下

河
原
（
七
北
田
川
の
北
側
の

地
域
（
七
北
田
川
を
含

む
。））、

港
一
丁
目
か
ら
港

五
丁
目
ま
で

岡
田
駐
在
所

仙
台
市
宮
城
野
区
の
う
ち

岡
田
、岡
田
西
町
、蒲
生（
七

北
田
川
の
南
側
の
地
域
）、

福
室
（
御
蔵
前
二
番
、
御
蔵

前
三
番
、
上
河
原
（
七
北
田

川
の
南
側
の
地
域
）、
久
保

野
一
番
、
久
保
野
二
番
、
小

原
一
番
、
小
原
二
番
、
下
河

原
（
七
北
田
川
の
南
側
の
地

域
）、
新
原
田
、
田
中
、
田

中
東
一
番
、
田
中
東
二
番
、

田
中
前
一
番
、
田
中
前
二

番
、
原
田
一
番
、
原
田
二
番
、

平
柳
、
弁
当
二
番
及
び
弁
当
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（
略
）

泉
警
察
署
～
大
和
警
察
署
　
（
略
）

石
巻
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

湊
交
番

石
巻
市
の
う
ち

鹿
妻
一
丁
目
か
ら
鹿
妻
五
丁

目
ま
で
、
鹿
妻
東
、
鹿
妻
本

町
、
川
口
町
一
丁
目
か
ら
川

口
町
三
丁
目
ま
で
、
魚
町
一

丁
目
か
ら
魚
町
三
丁
目
ま

で
、
大
門
町
一
丁
目
か
ら
大

門
町
四
丁
目
ま
で
、
八
幡
町

一
丁
目
、
八
幡
町
二
丁
目
、

不
動
町
一
丁
目
、
不
動
町
二

丁
目
、
緑
町
一
丁
目
、
緑
町

二
丁
目
、
湊
、
湊
町
一
丁
目

か
ら
湊
町
四
丁
目
ま
で

、
明
神
町
一
丁
目
、
明

神
町
二
丁
目
、
松
並
町
一
丁

目
、
松
並
町
二
丁
目
、
吉
野

町
一
丁
目
か
ら
吉
野
町
三
丁

目
ま
で

（
略
）

矢
本
交
番

東
松
島
市
の
う
ち

あ
お
い
一
丁
目
か
ら
あ
お
い

三
丁
目
ま
で

、
大
塩
、

大
曲
、
小
松
、
新
館
前
、
み

そ
ら
一
丁
目
、
み
そ
ら
二
丁

目
、
矢
本

（
略
）

赤
井
駐
在
所
東
松
島
市
の
う
ち

赤
井（
略
）

三
番
）

（
略
）

泉
警
察
署
～
大
和
警
察
署
　
（
略
）

石
巻
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

湊
交
番

石
巻
市
の
う
ち

鹿
妻
一
丁
目
か
ら
鹿
妻
五
丁

目
ま
で
、
鹿
妻
東
、
鹿
妻
本

町
、
川
口
町
一
丁
目
、
　
川

口
町
三
丁
目

、
魚
町
一

丁
目
か
ら
魚
町
三
丁
目
ま

で
、
大
門
町
二
丁
目
か
ら
大

門
町
四
丁
目
ま
で
、
八
幡
町

一
丁
目
、
八
幡
町
二
丁
目
、

不
動
町
一
丁
目
、
不
動
町
二

丁
目
、
緑
町
一
丁
目
、
緑
町

二
丁
目
、
湊
、
湊
町
一
丁
目

か
ら
湊
町
四
丁
目
ま
で
、
湊

西
一
丁
目
か
ら
湊
西
三
丁
目

ま
で
、
明
神
町
一
丁
目
、
明

神
町
二
丁
目
、
松
並
町
一
丁

目
、
松
並
町
二
丁
目
、
吉
野

町
一
丁
目
か
ら
吉
野
町
三
丁

目
ま
で

（
略
）

矢
本
交
番

東
松
島
市
の
う
ち

あ
お
い
一
丁
目
か
ら
あ
お
い

三
丁
目
ま
で
、
赤
井
、
大
塩
、

大
曲
、
小
松
、
新
館
前
、
み

そ
ら
一
丁
目
、
み
そ
ら
二
丁

目
、
矢
本

（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　（
略
）

気
仙
沼
警
察
署
～
角
田
警
察
署
　
（
略
）

亘
理
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

署
所
在
地
交

番

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

五
日
町
、
祝
田
、
裏
城
戸
、

逢
隈
榎
袋
、
逢
隈
鹿
島
、
逢

隈
上
郡
、
逢
隈
高
屋
（
鳥
矢

崎
、
新
釜
、
中
原
、
北
原
、

前
原
及
び
谷
地
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
 　
を
除
く
。）、
逢
隈
鷺

屋
、
逢
隈
下
郡
、
逢
隈
神
宮

寺
、
逢
隈
蕨
、
上
茨
田
、
亀

井
戸
、
上
町
、
北
新
町
、
旧

館
、
桜
小
路
、
下
小
路
、
下

茨
田
、
台
田
、
館
南
、
道
田

西
、
中
町
、
中
町
東
、
長
瀞

（
長
井
戸
、
中
篠
、
河
原
、

平
場
、
堂
前
、
鹿
野
、
砂
取

場
、
下
釣
、
中
釣
、
西
谷
地
、

八
幡
前
、
柴
西
、
稲
荷
前
、

鳥
飼
、
泉
、
下
谷
地
、
入
山
、

曽
根
及
び
橋
元
）、
新
井
町
、

堀
の
内
、
南
新
田
、
南
町
、

吉
田
（
池
田
、
橋
下
、
北
田
、

大
畑
、
大
沢
、
宮
前
、
作
田
、

向
山
、
中
原
、
曽
根
　
、
松

元
、
岩
下
、
堰
合
、
境
、
松

崎
、
内
谷
、
堂
下
、
堂
ノ
入
、

北
、
西
、
南
、
大
阪
、
畑
中
、

一
ノ
坂
、
坂
下
、
山
下
、
谷

地
添
、
原
下
、
原
添
、
　
畑

気
仙
沼
警
察
署
～
角
田
警
察
署
　
（
略
）

亘
理
警
察
署

名
称

受
持
区
域

（
略
）

署
所
在
地
交

番

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

字
榎
袋
、
字
鹿
島
、
字
上
郡
、

字
高
屋
、
字
鷺
屋
、
字
悠
里
、

五
日
町
、
祝
田
、
裏
城
戸
、

逢
隈
榎
袋
、
逢
隈
鹿
島
、
逢

隈
上
郡
、
逢
隈
高
屋
（
石
堂

東
（
常
磐
自
動
車
道
の
東
側

地
域
）、
北
原
、
新
釜
、
新

篠
子
橋
（
常
磐
自
動
車
道
の

東
側
地
域
）、
新
前
原
、
新

谷
地
（
常
磐
自
動
車
道
の
東

側
地
域
）、
鳥
西
、
鳥
東
、

鳥
南
、
鳥
屋
崎
、
中
原
及
び

前
原
を
除
く
。）、
逢
隈
鷺

屋
、
逢
隈
下
郡
、
逢
隈
神
宮

寺
、
逢
隈
蕨
、
上
茨
田
、
亀

井
戸
、
上
町
、
北
新
町
、
旧

館
、
桜
小
路
、
下
小
路
、
下

茨
田
、
台
田
、
館
南
、
道
田

西
、
中
町
、
中
町
東
、
長
瀞

（
長
井
戸
、
中
篠
、
河
原
、

平
場
、
堂
前
、
鹿
野
、
砂
取

場
、
下
釣
、
中
釣
、
西
谷
地
、

八
幡
前
、
柴
西
、
稲
荷
前
、

鳥
飼
、
泉
、
下
谷
地
、
入
山
、

曽
根
及
び
橋
元
）、
新
井
町
、

堀
の
内
、
南
新
田
、
南
町
、

吉
田
（
池
田
、
橋
下
、
北
田
、

大
畑
、
大
沢
、
宮
前
、
作
田
、

向
山
、
中
原
、
曽
根
下
、
松

元
、
岩
下
、
堰
合
、
境
、
松

崎
、
内
谷
、
堂
下
、
堂
ノ
入
、

北
、
西
、
南
、
大
坂
、
畑
中
、

一
ノ
坂
、
坂
下
、
山
下
、
谷

地
添
、
原
下
、
原
添
及
び
畑
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尻
及
び
北
畑
）

（
略
）

浜
吉
田
駅
前

駐
在
所

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

字
苺
里
、字
苺
浜
、長
瀞（
南

原
、
小
橋
、
大
橋
、
舟
入
、

新
海
岸
、
大
塚
及
び
上
釣
）、

吉
田
（
原
、
大
塚
、
流
、
須

賀
畑
、
小
橋
、
板
橋
、
浜
谷

地
、
通
橋
、
大
谷
地
、
塩
田
、

内
浦
、
村
、
道
上
、
道
下
、

砂
浜
、
南
上
、
南
中
、
南
下
、

北
上
、
北
下
、
分
残
及
び
上

塚
）

荒
浜
駐
在
所

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

字
荒
浜

、
字
花

苺
、
荒
浜
、
逢
隈
高
屋
（
中

原
、
前
原
、
新
釜
、
北
原
、

谷
地
及
び
鳥
矢
崎

）

山
下
駐
在
所

亘
理
郡
山
元
町
の
う
ち

浅
生
原
（
砂
押
を
除
く
。）、

大
平
、
小
平
、
高
瀬
（
東
石

山
原
、
西
石
山
原
、
南
山
神
、

北
山
神
、
北
の
原
、
宿
原
、

宮
後
、
柳
町
、
竹
の
内
原
、

加
茂
川
、
大
久
保
、
室
原
、

中
島
、
南
下
高
瀬
、
北
下
高

瀬
、
西
山
下
、
舘
下
、
紅
葉
、

南
耕
土
、
西
中
耕
土
、
中
北

耕
土
、
北
、
梅
田
、
蟹
田
、

桜
田
、
合
戦
原
及
び
上
土
取

場
）、八

手
庭
、山
寺（
山
下
、

石
田
、
古
屋
敷
、
物
見
前
、

樋
前
、
涌
沢
、
堤
山
、
日
向
、

尻
）

（
略
）

浜
吉
田
駅
前

駐
在
所

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

字
苺
里
、字
苺
浜
、長
瀞（
南

原
、
小
橋
、
大
橋
、
舟
入
、

新
海
岸
、
大
塚
及
び
上
釣
）、

吉
田
（
原
、
大
塚
、
流
、
須

賀
畑
、
小
橋
、
板
橋
、
浜
谷

地
、
通
橋
、
大
谷
地
、
塩
田
、

内
浦
、
村
、
道
上
、
道
下
、

砂
浜
、
南
上
、
南
中
、
南
下
、

北
上
、
北
下
、
分
残
、
　
上

塚
、
下
塚
及
び
北
畑
）

荒
浜
駐
在
所

亘
理
郡
亘
理
町
の
う
ち

字
荒
浜
、
字
鳥
屋
崎
、
字
花

苺
、
荒
浜
、
逢
隈
高
屋
（
石

堂
東
（
常
磐
自
動
車
道
の
東

側
地
域
）、
北
原
、
新
釜
、

新
篠
子
橋
（
常
磐
自
動
車
道

の
東
側
地
域
）、
新
前
原
、

新
谷
地
（
常
磐
自
動
車
道
の

東
側
地
域
）、
鳥
西
、
鳥
東
、

鳥
南
、
鳥
屋
崎
、
中
原
及
び

前
原
）

山
下
駐
在
所

亘
理
郡
山
元
町
の
う
ち

浅
生
原
（
砂
押
を
除
く
。）、

大
平
、
小
平
、
高
瀬
（
東
石

山
原
、
西
石
山
原
、
南
山
神
、

北
山
神
、
北
の
原
、
宿
原
、

宮
後
、
柳
町
、
竹
の
内
原
、

加
茂
川
、
大
久
保
、
室
原
、

中
島
、
南
下
高
瀬
、
北
下
高

瀬
、
西
山
下
、
舘
下
、
紅
葉
、

南
耕
土
、
西
中
耕
土
、
中
北

耕
土
、
北
、
梅
田
、
蟹
田
、

桜
田
、
合
戦
原
及
び
上
土
取

場
）、八

手
庭
、山
寺（
山
下
、

石
田
、
古
屋
敷
、
物
見
前
、

樋
前
、
涌
沢
、
堤
山
、
日
向
、

谷
原
、
石
垣
、
的
場
、
南
原
、

八
山
、
石
堂
、
赤
坂
、
沼
田
、

堂
目
木
、
作
田
山
、
山
下
町

東
、
上
籠
田
、
南
籠
田
、
北

籠
田
、
大
道
及
び
新
山
）、

鷲
足（
略
）

谷
原
、
石
垣
、
的
場
、
南
原
、

入
山
、
石
堂
、
赤
坂
、
沼
田
、

堂
目
木
、
作
田
山
、
山
下
町

東
、
上
籠
田
、
南
籠
田
、
北

籠
田
、
大
道
及
び
新
山
）、

鷲
足（
略
）

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
４１号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
38条

第
１
項
、
少
年

指
導
委
員
規
則
（
昭
和
60年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
及
び
少
年
指
導
委
員
運
営
規
程
（
昭
和
60年
宮

城
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
４
年
４
月
１
日
付
け
で
、
少
年
指
導
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

　
な
お
、
令
和
２
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
49号
、
令
和
２
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
145号

、
令
和
３
年

宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
35号
は
廃
止
す
る
。

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

氏
　
　
　
名

連
　
　
　
絡
　
　
　
先

活
　
動
　
区
　
域

竹
　
田
　
英
　
子
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
３
番
19号

　
宮
城
県
仙
台
中
央
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

222－
7171

警
察
署
の
名
称
、
位
置

及
び
管
轄
区
域
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
29年
宮

城
県
条
例
第
32号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）

別
表
に
規
定
す
る
宮
城

県
仙
台
中
央
警
察
署
の

管
轄
区
域

伊
　
藤
　
博
　
司

田
　
中
　
耕
　
一

阿
　
部
　
馨
一
郎

神
　
永
　
久
次
郎

東
　
郷
　
範
　
子



第292号　令和４年４月１日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

菊
　
地
　
厚
　
子

遠
　
藤
　
公
　
子

三
　
上
　
真
理
子

黒
　
澤
　
　
　
彰

佐
　
野
　
　
　
覚

安
　
住
　
浩
　
一

三
　
原
　
美
　
樹

兵
　
庫
　
千
　
枝

三
　
浦
　
志
津
子

林
　
　
　
守
　
俊

鈴
　
木
　
宏
　
宜

塚
　
野
　
　
　
潔

江
　
戸
　
三
知
子

佐
　
藤
　
洋
　
子

西
　
村
　
由
起
子
仙
台
市
太
白
区
長
町
六
丁
目
２
番
７
号

　
宮
城
県
仙
台
南
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

246－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
南
警
察
署

の
管
轄
区
域

後
　
藤
　
て
る
み

斎
　
藤
　
葉
　
子

鴇
　
田
　
眞
　
一

阿
　
部
　
祐
　
子

中
　
鉢
　
敦
　
子
仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
３
番
13号

　
宮
城
県
仙
台
北
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

233－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
北
警
察
署

の
管
轄
区
域

佐
　
藤
　
み
よ
子

寺
　
下
　
昌
　
子

横
　
山
　
里
江
子

井
　
坂
　
和
　
美

遠
　
藤
　
啓
　
子
仙
台
市
宮
城
野
区
南
目
館
21番
１
号

　
宮
城
県
仙
台
東
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

231－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
東
警
察
署

の
管
轄
区
域

小
　
野
　
雅
　
司

山
　
口
　
辰
　
己

菅
　
野
　
澄
　
枝

安
　
達
　
直
　
美

小
　
岩
　
　
　
史

鎌
　
田
　
広
　
司

佐
々
木
　
佳
世
子

髙
　
橋
　
　
　
司
仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
２
番
地
の
５

　
宮
城
県
泉
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

375－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
泉
警
察
署
の
管

轄
区
域

髙
　
橋
　
美
喜
子

阿
　
部
　
裕
　
子

上
　
村
　
寿
　
子

田
　
村
　
幸
　
子

熊
　
谷
　
元
　
和
仙
台
市
若
林
区
荒
井
東
一
丁
目
８
番
地
の
２

　
宮
城
県
若
林
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

390－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
林
警
察
署
の

管
轄
区
域

田
　
口
　
厚
　
子



（13）　令和４年４月１日　金曜日 第292号宮　　城　　県　　公　　報

河
　
野
　
敬
　
子

渡
　
邊
　
か
お
り

庄
　
子
　
悦
　
子

斎
　
藤
　
晴
　
美
塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
６
番
41号

　
宮
城
県
塩
釜
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

362－
4141

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
の

管
轄
区
域

佐
　
藤
　
眞
紀
子

阿
　
部
　
礼
　
子

阿
　
部
　
健
　
一

佐
　
藤
　
美
代
子

佐
　
藤
　
キ
ヨ
子

今
　
野
　
忠
　
義
岩
沼
市
末
広
二
丁
目
１
番
23号

　
宮
城
県
岩
沼
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0223－

22－
4341

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域

髙
　
橋
　
久
美
子

猪
　
股
　
俊
　
郎

丹
　
野
　
健
　
一

佐
　
藤
　
賢
　
一

髙
　
橋
　
壽
　
昭
黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
北
谷
地
27番
地
の
１

　
宮
城
県
大
和
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
022－

345－
0101

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
和
警
察
署
の

管
轄
区
域

熊
　
谷
　
大
　
輔

根
　
來
　
賢
　
晴

八
　
木
　
和
　
広
石
巻
市
山
下
町
一
丁
目
６
番
20号

　
宮
城
県
石
巻
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0225－

95－
4141

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
石
巻
警
察
署
の

管
轄
区
域

吉
　
田
　
和
　
夫

岡
　
部
　
栄
　
二

津
　
田
　
由
　
紀

千
　
葉
　
敦
　
司

土
　
井
　
芳
　
伸

佐
　
藤
　
秀
　
俊

山
　
本
　
文
　
乃

藤
　
原
　
　
　
智
気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
47番
地
６

　
宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0226－

22－
7171

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署

の
管
轄
区
域

鈴
　
木
　
政
　
恵

藤
　
田
　
純
　
一

村
　
上
　
美
　
香

春
　
日
　
と
み
子
登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
五
丁
目
11番
地
５

　
宮
城
県
佐
沼
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0220－

22－
2121

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
佐
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域

門
　
脇
　
昭
　
雄

荻
　
原
　
美
　
貴

尾
　
形
　
勝
　
徳
登
米
市
登
米
町
寺
池
目
子
待
井
265番

地
　
宮
城
県
登
米
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0220－

52－
2121

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
登
米
警
察
署
の

管
轄
区
域

須
　
藤
　
明
　
美

今
　
野
　
千
代
以
石
巻
市
相
野
谷
字
杉
ケ
崎
20番
地

　
宮
城
県
河
北
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0225－

62－
3411

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
河
北
警
察
署
の

管
轄
区
域

山
　
﨑
　
佳
　
彦

髙
　
橋
　
敏
　
昭
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
新
井
田
34番
地
166

　
宮
城
県
南
三
陸
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0226－

46－
3131

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
南
三
陸
警
察
署

の
管
轄
区
域

山
　
内
　
洋
　
子

遠
　
山
　
　
　
昇
大
崎
市
古
川
大
宮
一
丁
目
１
番
17号

　
宮
城
県
古
川
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0229－

22－
2311

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
古
川
警
察
署
の

管
轄
区
域

鈴
　
木
　
和
　
江



第292号　令和４年４月１日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報

遠
　
藤
　
篤
　
勇

中
　
條
　
　
　
隆

早
　
坂
　
み
よ
子

本
　
間
　
良
太
郎
遠
田
郡
美
里
町
藤
ケ
崎
一
丁
目
81番
地

　
宮
城
県
遠
田
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0229－

33－
2321

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
遠
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

下
　
村
　
栄
　
子

荘
　
司
　
大
　
功
栗
原
市
若
柳
字
川
北
原
畑
４
番
地
４

　
宮
城
県
若
柳
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0228－

32－
3111

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
柳
警
察
署
の

管
轄
区
域

後
　
藤
　
隆
　
弘

加
　
藤
　
富
士
子
栗
原
市
築
館
字
留
場
中
田
201番

地
２

　
宮
城
県
築
館
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0228－

22－
1101

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
築
館
警
察
署
の

管
轄
区
域

柴
　
田
　
靖
　
之

小
　
野
　
弘
　
美
大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
車
湯
92番
地
12

　
宮
城
県
鳴
子
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0229－

82－
2249

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
鳴
子
警
察
署
の

管
轄
区
域

遠
　
藤
　
明
　
美

早
　
坂
　
宣
　
治
加
美
郡
加
美
町
字
町
裏
103番

地
１

　
宮
城
県
加
美
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0229－

63－
2311

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
加
美
警
察
署
の

管
轄
区
域

石
　
山
　
健
治
郎

石
　
井
　
利
　
江
柴
田
郡
大
河
原
町
字
小
島
21番
地
８

　
宮
城
県
大
河
原
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0224－

53－
2211

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
河
原
警
察
署

の
管
轄
区
域

丹
　
羽
　
宜
　
博

平
　
間
　
幸
　
弘

佐
　
藤
　
文
比
古
白
石
市
大
平
森
合
字
清
水
田
４
番
地
１

　
宮
城
県
白
石
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0224－

25－
2138

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
白
石
警
察
署
の

管
轄
区
域

半
　
沢
　
洋
　
子

氏
　
家
　
清
　
裕
角
田
市
角
田
字
扇
町
５
番
地
７

　
宮
城
県
角
田
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0224－

63－
2211

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
角
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

山
　
懸
　
み
や
子

玉
　
田
　
俊
　
一
亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
61番
地
21

　
宮
城
県
亘
理
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
0223－

34－
2111

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
亘
理
警
察
署
の

管
轄
区
域

齋
　
藤
　
朱
　
実


